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原論 / 共通

03. 新潟駅

 

１．事例の特徴

「新潟駅駅舎

た新潟駅周辺

い駅舎及び駅

審査にあたって

各提案に対す

によるこれら市

ーズを反映させ

である。競技後

して市民ニーズ

整備された南口

ている。 

また、 優秀

競争参加者の負

 なお、本事

経アーキテクチ

でも取り上げら

 

２．業務諸元 

２−１．業務概

（１）事業内容

平成 12 年

定方針」に基づ

市）の一体的な

舎・駅前広場計

素案の説明会

成 18 年度に新

道路事業（3 線

南口広場（第一

架駅は平成33

万代広場は平成

業費は約 1500

 

通編 / 実施編

駅 駅舎・駅前

徴 

舎・駅前広場」は

事業の一環とし

駅前広場の整備

ては、競争参加

する市民の意見

市民参画プロセス

せるための取り組

後の設計業務に

ズの反映を行っ

口広場は様々な

秀賞には 1,000

負担に対する配

事例については

チュア』2009年

られている。 

概要 
容 

10 月に策定さ

づき、新潟駅の駅

な整備を目的とし

計画提案競技」

会や市民とのワー

新潟駅付近連続

線）の事業認可を

一段階整備）の

3年度頃の全面

平成 35 年度頃の

0 億円）。 

図1 技術

編 / 分野別編 

前広場 

は、鉄道立体交

して、新潟の玄

備を行うものであ

加者のプレゼン

見の競争参加者

スの運営等、「

組みがなされて

においてもワー

っている。これら

なイベント等に活

0 万円の賞金が

配慮がなされて

は『新建築』85-2

12号、『都市+デ

れた「新潟駅周

駅舎及び駅前広

して、平成 14 年

を実施した。そ

ークショップの実

続立体交差事業

を得た。平成21

全面供用を開始

面開業を目標に整

の供用を予定し

術提案の範囲 

/ 書式編 / 

交差化事業を含

玄関口として相応

ある。設計競技

ンの市民への公

者への伝達、NP

玄関口」に市民

ているのが特徴

ークショップ等を

らの取り組みによ

活用されるに至

が与えられてお

ている。 

2 号（2010.1）、『

デザイン』第29

周辺整備計画の

広場（新潟県新

年度に「新潟駅

その後も都市計

実施を重ねて、

業および都市計

1 年度には新潟

始した。新潟駅

整備を進めてお

している（予定総
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（２）

1）設

本

に親

項に

「新

（第

新

な顔

しま

日本

け、

に、

を取

２）主

主

の協

３）調

審

評価

ず、

た。

・第

・

な

る。

４）選

実

は基

・一

応

第

審

・二

図

）業務内容 

設計競技の趣旨

本設計競技は、

親しまれる計画と

にみる計画提案

新潟駅 駅舎・駅

第一段階) 

新潟駅の駅舎や

顔になるものであ

まれ、後世に誇れ

本旅客鉄道(株)

駅舎・駅前広場

県民・市民の思

取り入れた計画提

主催者 

主催者は新潟県

協力のもと実施さ

調達方式 

審査委員会にて

価基準、配点等

審査委員会で

第一段階：審査

第二段階：審査

よる 優秀提案

なお、共通編の

選定スケジュー

実施スケジュー

基本設計の契約

一次選考 

応募要項（第一段

第一段階競技提

審査委員会の投

         

二次選考 

応募作品展示

図2 技術提案の範

旨 

設計競技への

とすることを目的

案競技の目的は

駅前広場計画提

や駅前広場は、

あることから、県

れる駅舎や駅前

の協力のもと、

場の一体的な優

思いが活かされ

提案競技を実施

県、新潟市であり

された。 

て 優秀賞を選

等については応

での議論及び委

査委員会による検

査委員会でのプ

案者選定 

の分類では「設計

ール 

ルは以下のとお

約を行うとされた

段階）公表：平成

提出書類締切：平

投票等による第一

   ：平成 14 年

事

範囲（断面図） 

の市民の参画を

的として実施さ

は以下のように示

提案競技応募要

将来にわたって

県と市では、県

前広場の整備を

広く専門家の皆

優れた計画案を

れたものとなるよ

施することにしま

り、東日本旅客

選定することとし

応募要項等に明

委員の投票に

検討・投票 

プレゼン、ヒアリ

計競技（標準型

おりである。 優

た。 

成 14 年 3 月 15

平成 14 年 7 月

一段階の絞り込

年 8 月 5 日 

：平成 14 年 8

事例編

を通じて、市民

れた。応募要

示された。 

要項」 

て新潟の大切

県民・市民に親

を図るため、東

皆様に呼びか

を求めるととも

よう、市民参加

ました。 

客鉄道会社（株）

した。評価項目、

明記されておら

よって選定し

リング、審議に

型）」に相当す

優秀提案者と

5 日 

1 日 

込み 

8 月 6 日～ 

 

、
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 第一段階審査通過者と市民との意見交換会  

             ：平成 14 年 8 月 31 日 

 応募要項（第二段階）公表 ：平成 14 年 10 月 10 日 

 第二段階競技提出書類締切：平成 14 年 12 月 2 日 

 審査委員会（プレゼン、ヒアリング、審査）および 

 優秀賞選定  ：平成 14 年 12 月 15 日 

 優秀提案者と基本設計契約締結  

：平成 16 年 8 月 23 日 

５）応募総数 

応募から 優秀賞選定までの対象作品数の推移は、以下

のとおりである。 

 

表1 審査過程における対象作品数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）最優秀提案者（受注者） 

優秀賞は「堀越英嗣氏グループ」であり、グループ構成

企業は以下のとおりである。 

・建  築 (株)アーキテクトファイブ  

・土  木 パシフィックコンサルタンツ(株)  

・都市計画 (株)アプル総合計画事務所  

・造  園 鳳コンサルタント(株)  

（建築設計事務所＋土木・造圏・都市計画コンサルの JV) 

 

２−２．審査 

（１）審査方法 

第一段階審査（125 作品）：書類審査（プレゼンなし） 

第二段階審査（5 作品）：プレゼンあり、ヒアリングあり 

（２）審査委員構成 

本設計競技では、学識者を中心とした「審査委員会」が構

成されると共に、設計競技に市民の意向を反映させるため民

間企業の社員を中心とした「新潟駅コンペ市民窓口委員会」

が設置された。委員会名と委員構成は以下の通りである。 

・審査委員会 

 環境科学部教授 1 名（委員長） 

 商船学部教授 1 名 

 工学部教授  2 名 

 造形大学教授  1 名 

 建築家 1 名 

 行政     2 名 

 首長    1 名 

 民間企業  1 名 

・新潟駅コンペ市民窓口委員会 

 民間企業社長  1 名（委員長） 

 地元任意団体会長 1 名 

 景観アドバイザー  1 名（助教授） 

 民間企業役員等  3 名 

（４）審査における評価視点 

第一段階については、評価の視点は公表されていない。

各審査委員の投票及び審査委員会での議論により選定を行

った。第二段階における審査の視点は以下のとおりである。 

・将来への配慮  

・安全安心・人と環境への配慮  

・確かな技術力・優れたデザイン力  

・経済性への配慮  

・市民との対話能力 

（５）審査の公開 

・第一段階審査後：応募作品を一般展示、審査通過者と市

民との意見交換会、落選案についても公開 

・第二段階審査後：市民公開にてプレゼン、ヒアリング。落

選案についても公開 

 

２−３．応募条件と設計条件 

（１）応募条件 

応募条件は以下のとおりである。 

・建築、土木、都市計画及び造園分野に関する計画、研究、

設計、評価業務従事者（第二審査では 3 分野全ての資格を

満足する共同体を条件としている） 

・審査委員等の利害関係者を除く 

（２）設計与条件 

 駅舎、駅前広場の設計与条件の一部を以下に示す。 

・駅舎 

- 歩行者空間は 2 スパン程度 

- 屋根を提案する場合は新幹線と在来線で分割整備

可能な構造 

- 在来線の高架橋の構造本体は要項で提示したものと

する 

- 新幹線の高架橋、駅業務用の施設範囲や位置は変

更不可 

・駅前広場 

- バス用乗降バース : 24 バース 

- バス用降車専用バース数 : 4 バース 

- バスの出入交通量 : 140 台/時 

- タクシー用乗降車バース : 4 バース 

- タクシープール面積 : 700 ㎡程度 

- タクシーの出入交通量 : 270 台/時 

- 自家用車バース : 5 バース程度 

- 自家用車駐車場面積：3,400 ㎡程度 

- 自家用車の出入交通量：280 台/時 

- 歩行者:万代 25,600 人/時 

   南口 19,400 人/時 

   将来南北横断 40,000 人/時 

-大規模な建築物の提案不可    等 

 

応募登録：859 名 

第一段階競技応募：125 作品 

第一段階審査：5 作品 

第二段階審査：最優秀賞決定 
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（３）提出書類

・一次選考 

- 基本的コ

- イメージ

- 計画づ

「市民の

・二次選考 

- A1 版パ

- スタディ

- 提案内容

- 参考提案

- 業務実施

 

２−４．その他の

（１）最優秀提

優秀提案

約を締結した。

（２）賞金、最優

 第一段階審

 優秀賞受

（３）その他、権

 提案図書の

 

２−５．参考資

１）新潟駅 駅

段階) 

２）新潟駅 駅

段階) 

３）新潟駅 駅

 

３．事例解説 

３−１．実施の

（１）実施を決定

新潟駅周辺

横断道路の不

れている等の課

辺の整備につい

辺整備基本構想

声が多数寄せ

提案競技企画会

参加を取り入れ

提案競技」を実

反映タイミング

（２）選定した調

市民参加に

得られた。 

・計画作りに市

・応募作品を公

及び興味が促

・価格競争では

通編 / 実施編

類 

コンセプト 

ジ図 

くりの視点につ

の想い（市民の声

パネル（5 枚） 

ィ模型（1 台） 

容説明資料（A

提案書（A4 製本）

施体制書 

の特記事項 

提案者との契約

案者は新潟市と

 

優秀提案者に与

審査通過者賞金

受賞者賞金： 1

権利の保護など

の著作権は応募

資料 

駅舎・駅前広場

駅舎・駅前広場

駅舎・駅前広場計

のねらいと成果 

定した背景と要

辺が抱えていた、

足による交通渋

課題を解決する

いて検討を行っ

構想」の公表後、

せられたことから

会議」により検討

れた公開による

実施した。調達プ

と内容は、図-3

調達方式の有

に基づく、設計競

市民の声を反映

公開展示するこ

促進された。 

はなく、応募作

編 / 分野別編 

ついての考え方 

声の冊子）」への

A4 製本） 

） 

約 

駅前広場の基

与えられた権利

金： 100 万円 (

,000 万円 (税込

ど 

募者に帰属  

場計画提案競技

場計画提案競技

計画提案競技記

要因 

、鉄道による南

渋滞及び駅前広

るため、平成4年

った。平成 10 年

計画作りへの市

ら、「新潟駅駅舎

討を経て、平成

る「新潟駅 駅舎

プロセスにおけ

3 のとおりである

効性 

競技の実施によ

映することができ

ことにより、市民

作品（パースや模

/ 書式編 / 

の対応 

基本設計の委託

利 

税込み)  

込み) 

技 応募要項（第

技 応募要項（第

記録 

南北市街地の分

広場が駅舎から

年度から新潟駅

年度の「新潟駅

市民参加を求め

舎・駅前広場計

成13 年度から市

舎・駅前広場計

ける市民ニーズ

る。 

より以下の成果

きた。 

民に計画への理

模型）のデザイン
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主体に評価する

であった。 

市民とのネットワ

おいても市民ニ

NPO 法人の設立

 

図3 調

２．実施上の知

市民参加型の設

行った。 
）実施の前提条

計画作りに可能

者（新潟市と新潟

市民窓口委員会
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コンペに対する

が薄まってしま

応募登録 
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有する地元の
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反映方法 

映するために以下
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まうため、地域の
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場の活用が活発

ける市民参加内容
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ことにより、「新

行政から独立し

目指した。 

運営体制 

下の工夫を行っ

を行政側で集約

の NPO 法人に市

「市民の想い」
募要項別冊とし
【市民参加機会】 
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 メール等での市民
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事項として「市
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組織の運営を委託した。 

・募集要項にも市民の意見を反映すると共に、市民の生の

声を「市民の想い」として募集要項別冊として配布した。 

・一次審査通過者と市民との意見交換会を実施し、作品に

対する市民のニーズを直接伝えた。 

 
３−３．審査上の知見、工夫点 

（１）審査基準の作成、要求事項の設定 

・「新潟らしさ」、「環日本海交流の陸の玄関口にふさわし

いシンボル空間」、「環境への配慮」、「ユニバーサルデ

ザイン」等を提案で要求。 

・市民の意見を集約した「市民の想い」の冊子を作成し、そ

の対応を提案事項とした。 

・減点主義となるため、審査にあたっては評価項目ごとに

点数化せず全体で評価を実施。 

（２）審査における透明性の確保、市民参加 

・応募作品を公開展示 

・二次審査時には、応募者のプレゼン、ヒアリング及び審

査について市民公開の場で実施 

（３）参加者のインセンティブの考慮 

・以下の賞金を給付 

一次審査通過者：100 万 

優秀提案者：   1,000 万 

※新潟市が報償費として予算措置を実施 

・ 優秀提案者には、基本設計の契約 

・著作権は、参加者に帰属 

 

３−４．事業実施上の知見、工夫点 

優秀賞案の受賞者を基本設計者とすることにより、デザ

インの継続性を担保した。 

以下の通り、基本設計段階における市民との協働の深化

に努めた。 

・コンペ後、「新潟駅周辺整備に関わる市民参加企画会議」

が設置され、市民と基本設計者（ 優秀提案者）とのワーク

ショップ（5 回開催）を介して、一層市民のニーズを反映した

計画とした。 

・ワークショップにあたっては、「将来利用」のイメージがわき

やすいように、設計者から広場の利活用事例を数多く紹介

した。 

また、市民との協働により以下の成果を基本設計に反映し

た。 

・万代広場をフォ－マルな広場、南側の南口広場をカジュア

ルな広場とした性格付け 

・水都新潟を象徴する水面を設置。この水面は維持管理を考

慮した大きさ 

・数百人規模のイベントが出来るイベントスペース 

上記の市民との協働を契機に、地元商業関係者を中心と

した NPO 法人が設立され、イベントの実施等の積極的な活

動が行われている。 

 
 

４．まとめと課題 

（１）目的とその達成状況 

本事例では、「デザイン」よりも「市民参加」に重点が置かれ

ていたように思われる。このため、提案や設計に対して「市民

のニーズを反映するための仕掛けや仕組み」に沢山の工夫

がなされている。例えば、競争参加者の提案に対する市民意

見の吸い上げ・取り纏めについても NPO 法人にて実施され

ており、行政の都合による影響を徹底的に排除している。こ

のため、設計者の選定段階では、市民ニーズを 大限に反

映した選定がなされたように思われる。 

設計者の選定後も、ワークショップ等で市民ニーズを設計

に反映している。例えば、イベント等の障害となる樹木の配置

変更等がなされ、整備後の活発なイベント活動に繋がってい

る。 

（２）調達手続き 

提案図書の著作権の競争参加者への帰属を明示するとと

もに、 優秀賞の賞金（1000 万円）は他の事例と比べても競

争参加者の負担に十分配慮されたものとなっている。また、

市民のニーズは提案に対する意見に止め、審査自体は専門

家が実施しており、市民ニーズとデザインの双方に配慮した

選定となったように思われる。 

（３）課題 

「デザインを含めた整備施設の品質」、「費用」及び「工期」

は、独立したものではなくお互いに影響を与える。このため、

市民ニーズの反映のみを追求すると、事業費の増加や工期

遅延に繋がる恐れがあり、この3つの要素のバランスをとるの

は、行政の責務であると考えられる。本事例では、問題として

顕在化しなかったが、市民に委ねる事項と、行政の役割・責

務を明確にして契約や調達手続きに盛り込む必要があると思

われる。 

また、設計の契約後にイベント開催を目的としたデザイン

の変更が行われたが、「市民」にも様々なグループや意見が

あることから、「市民の範囲」やニーズ調査の方法の設定にも

慎重な対応が求められる。 

 
（執筆担当：馬場 一人） 




